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株式会社　佐藤工業所

【レポートの対象期間：2022年10月～2023年9月】

環境経営レポート

認証番号0012557



社会に奉仕し、ともに働く者の生きがいと幸せを求め続ける

誠意、創意、熱意

㈱佐藤工業所は、消防機器、防災機器を製造･販売することにより社会貢献を

果たしている。

我々の活動は経営目標を環境保全と並立させて達成するもので、以下のように

目的／目標の枠組を与える。

（１） 我々の活動、製品、サービスに係る関連法規制、

その他当社が同意する要求事　項を順守する。

（２） 汚染を予防するために次の事項を重点におく。

　 ・廃棄物の削減

　 ・生産効率の向上,業務効率の向上

　 ・資源及びエネルギーの有効利用

　 ・有害物質の削減,廃止

以上、実現のため、環境方針、環境目的／目標を従業員及び組織のために働く人に

周知徹底し、システムを継続的に改善する。なお、地域との共生にもつとめる。

制定日

代表取締役　

2023/05/01

(株)佐藤工業所

１．環境経営方針
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〔経営理念〕

〔社心〕

〔基本理念〕



1．　事業所及び代表者名

株式会社　佐藤工業所

代表取締役社長　　

2．所在地

　本社・工場　〒379-2134　群馬県前橋市力丸町487-5

　大阪営業所　〒544-0012　大阪市生野区巽西3-12-30関西ハイツ 2号　　

3．環境保全関係の責任者及び担当者連絡先

代表責任者　　　：　代表取締役社長　　

環境管理責任者　：　取締役　　薗　勝志

TEL　：　027-265-2500

FAX　：　027-265-2536

4．対象範囲

株式会社　佐藤工業所　本社・工場・大阪営業所  全組織全活動

5．事業の内容

消防関連機器等の開発・設計・製造・販売

6．事業規模

２．事業活動の規模
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活動規模 単位 2022 2023

従業員数

延べ床面積

人

㎡

25 23

1,575.39 1,575.39



最高責任者 ①環境方針の設定、維持、見直し

②EA21システムの実施に必要な経営資源（人材、資金、設備など）を準備

③環境管理責任者の任命

④EA21システム全体の評価と見直しの指示

⑤環境経営レポートの承認

環境管理責任者 ①環境方針の設定、維持、見直しに関する最高責任者への補佐

②EA21システムの構築、実施、管理

③環境目標、環境活動計画の作成、維持の承認、指示

④EA21の取組結果を最高責任者へ報告

⑤環境経営レポートの作成

①EA21システム実施の事務局機能と文書類の作成と管理

①社長、環境管理責任者、実務担当者、各部リーダーで構成

②環境目標、環境活動計画の提案、審議、決定、承認

各部門リーダー ①所管業務に関するEA21活動全般の責任と権限

全従業員 ①環境方針を守る

②関連する手順を守る

③役割・責任を自覚し、それを果たす

【最高責任者】
社長

役割、責任、権限
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職名

環境委員会

３．EA21推進体制

環境委員会

EA21事務局環境管理責任者

EA21事務局

管理部企画開発部

大阪営業所

営業部 特殊機器部 製造部

本社営業



当社に於ける2019年(10月～9月)の環境負荷実績を把握し、

2023年度の目標を下記の通り定め活動を開始しました。

1．環境目標とその実績

＊購入電力の排出係数は、0.595kg^CO2平成29年オリックスを使用しています。

＊2023年の実績は、2022年10月～2023年9月の12ヶ月のデータです。

2018年10～9月

実績 目標 目標値 実績

195.00
(14.85%減)

(19.06%減)

２．主な環境負荷実績

環境への負荷

①二酸化炭素排出量（kg-CO2)

②一般廃棄物排出量(kg)

③産業廃棄物排出量(kg)

④水資源投入量（㎥）

4624

229 195

5514

1279

85,539.16

2022年10～9月
（環境活動レポート対象期間）

基準年度に
対して2％増

基準年度に
対して2％
減

224.42
基準年度に
対して2％減

23年実績を
考慮し策定
する

23年実績を
考慮し策定
する

管理手順の
順守

23年実績を
考慮し策定
する

基準年度に
対して2％
増

970

23年実績を
考慮し策定
する

②廃棄物の削減
（kg）

5241
基準年度に
対して2％
減

5136.18
基準年度に
対して2％減

23年実績を
考慮し策定
する

①二酸化炭素排出量の
削減

（kg-CO2）
84729.55

基準年度に
対して2％
減

83034.96
基準年度に
対して2％減85539.16

(0.96%増)

今年度目標(2023年度) 中長期目標

2022年10月～2023年9月
2024年 2025年

環境目標

４．環境目標とその実績

617

6793.00
(29.61%増)

777

④化学物質取扱及び
管理の徹底

管理手順の
順守

基準値
2019年度

③水資源投入量の削減
（㎥）

229

84729.55

⑤省エネ型LED投光器の
拡販

（NSC、FB、FB-P、FB-Rの
販売台数）

960

2018年10～9月
（基準年度）

2021年10～9月
（昨年実績）

85106.79

1365

1014

206



＊2021年10月～2022年9月の活動の取組みと評価をしております。

1．二酸化炭素排出量の削減

①空調温度適正化・表示

②照明・ＰＣ電源不要時のＯＦＦの推進

③エアコン清掃の実施

④エコドライブ推進

⑤社用車の点検・整備

⑥電力、ガソリン量の集計

⑦目標達成状況・活動進捗状況確認

2．廃棄物排出量の削減

①分別ルールの徹底

②廃棄物置場の整備

③産業廃棄物排出量の集計

④裏紙使用ルールの徹底

⑤目標達成状況・活動進捗状況確認

3．水資源投入量の削減
①毎月のメータを確認する（漏水防止）

②節水表示

③節水ノズルの取付

④目標達成状況・活動進捗状況確認

4．化学物質取扱及び管理の徹底

①取扱商品（化学物質含有）の調査

②購入量の把握

③ＳＤＳの入手

④取扱商品一覧表の作成

⑤管理手順の策定（化学物質含有の場合）

5．省エネ型LED投光器の拡販

①LED投光器の拡販活動

②新製品の開発

③目標達成状況・活動進捗状況確認

次年度の取組内容
水使用量は基準値と比べ減少している為、このまま現状を維持
し節水に努める。

販売台数が落ち込む中生産台数を落とさなかったFBPの展開は
もちろん、新製品FBPエアーの展開や、ｿﾌﾞﾗｲﾄを搭載した電動
可動式投光器の新製品開発等、省エネ型LED投光器を幅広いニ
ーズに対応させる。

購入量を把握することで、化学物質の量を引き続き把握した。
また、新規購入するものがある場合は、化学物質の量を必ず確
認した。

次年度の取組内容
購入量を把握することで、化学物質の量を引き続きは把握する
。また、新規購入するものがある場合は、化学物質の量を必ず
確認することを継続していく。

省エネ型LED投光器の販売台数は基準値に比べ約23.5％減少し
たが(960台→777台)、去年に比べ10%増加した（707台→777台)
。その為、去年度に比べ製造利益も約45%増加している。要因
として、コロナ禍の緩和、車両発注の増加により大口の取引が
増加した事が考えられる。また、FBR,FBP、NSC、の売り上げが
全体的に上がっている事も要因として上げられる。（FBR3.25
倍12台→39台、FBP1.3倍113台→148台、NSC1.34倍71台→95台)

次年度の取組内容

環境活動計画

５．環境活動計画の取組みと評価

環境活動計画の取組結果とその評価
活動計画の項目は継続しており、工場内、事務所全てのエアコ
ン清掃を年2回徹底して行っている。結果、基準年度に比べ全
体で0.96％増となり、多少の増加で抑える事が出来た。増加の
原因として、基準年度では大阪営業所が無く、その分電気代が
増加した事が考えられる（基準年度42714→48639kg-
CO2　13.8％増）（去年度48703→48639kg-
CO2　1.3％減）。また軽油が基準年度と比べ大幅に減少してい
る（軽油：9749→4724kg-
CO2　48.4％減)。理由として、軽油を使用するデモ車で、遠方
へ赴く際、安全運転で走行した事で、燃費を抑える事が出来た
のではないかと考えられる。

次年度の取組内容
社内で出来る項目（電力使用、空調量等）は現状維持で進めて
いく。また、製造利益も回復傾向にある今、デモ車での売り込
みも多くなると予想される為、引き続き低燃費運転を心がける
。
活動計画の項目は継続しており、ゴミの分別ルール、裏紙の仕
様等社内全体で徹底している。排出量の集計結果として一般廃
棄物は107％増加(617→1279kg)、産業廃棄物19.2％増加してい
る(4624→5514kg)。一般廃棄物増加の原因は基準値に可燃ごみ
が含まれていない為である。また、産業廃棄物の増加は、今年
産廃(混合)を出した為である。産廃は一定量溜まった段階で、
まとめて出しており、集計中一定量溜まり、数値が増加した。
また、5514kgの内、約10%の木くず550kgをリサイクルしている
。

次年度の取組内容
活動計画の項目は今まで通り継続する。今後も産廃(混合)や金
属ごみを年1回以下に抑えられるようにする。

活動計画の項目は継続しており、節水表示やノズル取付等常に
行っている。結果として基準値に比べ水使用量は14.9%減少し
（299㎥→195㎥）去年よりも約6％減少した（206㎥→195㎥）
。



1．当社に適用となる主な環境関連法規

2．環境関連法規への違反、訴訟等の有無

2023年10月23日の環境関連法規遵守状況の確認において、環境関連法規への

違反はありません。

産業廃棄物管理票交付状況報告書は2023年4月17日に提出済みです。

尚、関係当局よりの違反等の指摘は過去3年間ありません。
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７．代表者による全体の評価と見直し・指示

委託基準（契約書・許可証）、
マニフェスト交付・保存及び交
付状況報告

遵守状況遵守事項

遵法廃棄物処理法

少量貯蔵届出

フロン排出抑制法 3カ月/1回簡易点検の実施 遵法

PRTR法

近年の環境問題を考え弊社として取り組んできた電力の削減や二酸化炭素の削減

は大きな減少はみられず現状維持状態にあると思われます。これは数値だけ見て

判断すればのことで、もともと弊社は基本となるものをISO時代から実施継続して

きているので数値の減少が表れにくいのではないでしょうか。また今回から大阪

営業所も含んだ数値になっているのですが、それでも大きな増はなく少しずつで

はあるが成果は出ているのではないかと思います。今後も継続していきたいと思

います。また、廃棄物排出量や水資源問題も多少ではあるけど減少してきている

ので継続していく努力を社内全体に周知徹底するとともに、一人一人が環境問題

に対し更に真摯に向かい合い取組む姿勢をもって行動をしてくれることを望みた

いと思います。

６．環境関連法規制の遵守

法規制等の名称

消防法

SDSの管理

遵法

遵法


